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越前における後北条氏遺臣桜井氏について



一
研
究
ノ
ー
ト
一

【
要
旨
一

天
正
十
八
年
二
五
九
○
）
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
り
滅
ぼ
さ
れ
た
戦
国
大
名

北
条
氏
の
遺
臣
の
一
人
、
桜
井
武
兵
衛
は
結
城
秀
康
に
仕
え
た
が
、
秀
康
が

関
ヶ
原
の
合
戦
後
に
越
前
の
北
ノ
庄
に
転
封
と
な
る
と
、
こ
れ
に
従
い
同
地

に
赴
い
た
。
「
結
城
秀
康
給
帳
」
な
ど
か
ら
、
結
城
家
に
仕
官
し
た
北
条
氏

の
遺
臣
は
四
十
名
を
越
え
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
現
在
、
北
条
と
結
城

（
松
平
）
の
両
時
代
の
文
書
が
原
本
の
ま
ま
確
認
出
来
る
状
況
に
あ
る
の
は

桜
井
文
言
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
後
北
条
氏
関
係
の
桜
井
文
書
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
結
城
秀
康
、

松
平
忠
直
の
知
行
充
行
状
な
ど
越
前
時
代
の
桜
井
文
書
の
紹
介
を
お
こ
な
う

と
と
も
に
、
こ
れ
ら
文
言
の
他
、
関
連
す
る
記
録
類
な
ど
を
あ
わ
せ
、
後
北

条
氏
の
遺
臣
桜
井
氏
が
近
世
武
家
社
会
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
を
み
て

い
き
た
い
。
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越
前
に
お
け
る
後
北
条
氏
遺
臣
桜
井
氏
に
つ
い
て

鳥

居

和

郎

ま
ず
、
桜
井
氏
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
。
永
禄
二
年
二
五
五
九
）
段
階

（

１

）

の
後
北
条
氏
の
家
臣
の
構
成
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
『
小
田
原
衆
所
領
役
帳
一

に
は
、
江
戸
衆
と
し
て
江
戸
の
小
石
川
本
所
方
（
現
東
京
都
文
京
区
）
に
五
六
貫

五
八
一
文
の
所
領
を
持
つ
「
桜
井
」
な
る
人
物
を
載
せ
る
が
、
こ
の
人
物
は
年
代

か
ら
武
兵
衛
の
父
の
左
近
（
和
泉
守
を
称
し
た
）
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
永
禄
十

天
正
十
八
年
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
り
滅
ぼ
さ
れ
た
後
北
条
氏
の
家
臣
た
ち
は
、
帰

農
す
る
者
、
あ
る
い
は
他
の
大
名
家
に
仕
官
す
る
者
な
ど
、
様
々
な
身
の
処
し
方

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
本
稿
で
述
べ
る
桜
井
武
兵
衛
は
後
者
に
属
し
た
人
物
で
、

北
条
氏
の
滅
亡
後
は
下
総
の
結
城
秀
康
に
仕
え
た
。
関
ヶ
原
の
合
戦
の
後
、
秀
康

が
下
総
か
ら
越
前
に
転
ず
る
と
武
兵
衛
も
こ
れ
に
従
っ
た
。

現
在
、
桜
井
文
言
と
し
て
後
北
条
氏
関
係
の
も
の
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

同
家
に
は
そ
れ
以
外
に
越
前
時
代
、
出
雲
の
松
江
時
代
の
文
書
が
伝
存
さ
れ
て
き

た
。
桜
井
氏
は
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
、
松
平
忠
直
の
改
易
に
と
も
な
い
、
越

前
の
北
ノ
庄
（
現
福
井
県
福
井
市
）
か
ら
離
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
後
い
く

つ
か
の
地
を
経
由
し
出
雲
の
松
江
（
現
島
根
県
松
江
市
）
に
移
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
文
書
伝
達
の
経
緯
に
よ
り
、
越
前
時
代
の
桜
井
文
書
は
当
該
地
域
の
研
究
者
の

目
に
留
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
か
『
福
井
県
史
』
な
ど
に
も
収
録
さ
れ
て
お

ら
ず
、
大
部
分
が
未
紹
介
の
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
紹
介
を
行
う
と

と
も
に
、
後
北
条
氏
の
遺
臣
桜
井
氏
の
越
前
時
代
の
様
子
を
み
て
い
き
た
い
。

は
じ
め
に

｜
桜
井
氏
に
つ
い
て

－14－



年
六
月
十
五
日
付
の
北
条
家
朱
印
状
か
ら
、
「
桜
井
」
と
「
興
津
」
の
両
名
は
武

（

２

）

蔵
の
品
川
湊
（
同
品
川
区
）
で
米
の
買
付
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

こ
の
人
物
も
左
近
と
み
ら
れ
る
。
わ
ず
か
二
件
で
あ
る
が
桜
井
氏
と
南
武
蔵
と
の

関
係
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
天
正
九
年
（
一
五
八
二
十
月
頃
、
武
兵
衛
は
上
野
国
衆
の
一
員

と
し
て
駿
河
の
泉
頭
城
（
現
静
岡
県
駿
東
郡
清
水
町
）
へ
の
在
城
が
う
か
が
え
る

（

３

）

こ
と
、
ま
た
、
同
十
二
年
十
月
、
父
左
近
の
死
没
に
よ
り
、
武
兵
衛
は
北
条
氏
よ

（

４

）

り
名
跡
の
継
承
を
認
め
ら
れ
、
つ
い
で
十
四
年
七
月
、
上
野
国
内
の
沖
之
郷
（
現

（

５

）

群
馬
県
太
田
市
）
に
五
十
頁
文
と
十
五
頁
文
の
同
心
給
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
事
か
ら
北
条
氏
は
上
野
支
配
を
貫
徹
す
る
た
め
、
左
近
の
代
に
桜
井
氏
を

上
野
国
内
に
移
転
さ
せ
た
と
み
ら
れ
る
。

同
十
八
年
、
豊
臣
秀
吉
の
来
憲
の
危
機
が
高
ま
る
と
、
武
兵
衛
は
北
条
氏
よ
り

（

６

）

上
野
国
衆
と
と
も
に
小
田
原
城
入
城
を
命
じ
ら
れ
た
。
三
ヶ
月
に
も
及
ぶ
籠
城
後

の
七
月
五
日
、
北
条
氏
は
降
伏
し
、
当
主
氏
直
は
秀
吉
よ
り
高
野
山
へ
の
配
流
を

命
じ
ら
れ
る
が
、
小
田
原
を
離
れ
る
直
前
、
武
兵
衛
に
対
し
こ
れ
ま
で
の
忠
節
を

（

７

）

謝
す
た
め
か
印
文
未
詳
の
朱
印
状
を
与
え
た
。
現
在
、
同
様
の
内
容
の
文
言
が
大

（

８

）

藤
与
七
、
御
宿
左
衛
門
な
ど
に
も
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
三
名
は
い
ず
れ

も
結
城
家
に
仕
官
し
た
た
め
、
氏
直
は
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
こ
の
文
書
の
発

給
を
行
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
直
接
的
な
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
秀
康
の
実
父
の

徳
川
家
康
は
氏
直
に
と
っ
て
義
父
で
あ
る
た
め
、
両
者
は
義
兄
弟
の
関
係
に
あ
っ

た
。
ま
た
、
市
村
高
男
氏
は
秀
康
の
も
と
に
仕
官
す
る
後
北
条
氏
・
武
田
・
今
川

氏
な
ど
の
旧
臣
は
、
一
旦
は
家
康
に
何
ら
か
の
形
で
掌
握
さ
れ
た
の
ち
入
部
し
た

（

９

）

と
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
背
景
が
絡
み
合
い
、
氏
直
は
文
書
の
発
給
を
行
っ

桜
井
武
兵
衛
が
仕
え
た
結
城
秀
康
は
徳
川
家
康
の
二
男
で
あ
っ
た
が
、
小
牧
・

長
久
手
の
合
戦
の
講
和
の
条
件
と
し
て
秀
吉
の
養
子
と
な
り
、
さ
ら
に
小
田
原
合

戦
の
後
、
秀
吉
と
の
関
係
強
化
を
求
め
る
下
総
の
結
城
晴
朝
の
依
頼
に
よ
り
そ
の

養
子
と
な
っ
た
。
秀
吉
の
没
後
、
家
康
と
石
田
三
成
ら
の
対
立
は
顕
然
化
し
、
慶

長
五
年
二
六
○
○
）
の
関
ヶ
原
の
合
戦
に
至
る
が
、
家
康
は
会
津
の
上
杉
景
勝

の
南
下
を
抑
え
る
た
め
秀
康
を
関
東
に
置
い
た
。
合
戦
後
、
秀
康
に
は
そ
の
功
に

（

、

）

よ
り
越
前
一
国
が
与
え
ら
れ
、
慶
長
六
年
八
月
十
四
日
頃
に
入
部
し
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
時
、
桜
井
武
兵
衛
は
秀
康
に
従
い
越
前
に
移
る
が
、
二
十
余
年
に
わ
た
る

越
前
時
代
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
文
書
や
記
録
類
は
、
現
在
、
何
点

か
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
ら
を
大
別
す
る
と
、
①
桜
井
家
に
伝
来
し
た

（

皿

）

（

遮

）

文
書
類
。
②
『
国
事
叢
記
』
、
「
結
城
秀
康
給
帳
」
な
ど
の
松
平
家
の
記
録
類
。
③

（

鱒

）

江
戸
時
代
末
に
整
理
さ
れ
た
桜
井
家
系
図
な
ど
三
種
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
書
は
い
ず
れ
も
原
本
で
あ
る
が
、
記
録
や
系
図
な
ど
は
後
世
の
編
纂
で
あ
る
た

め
、
文
書
な
ど
と
関
連
づ
け
て
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
。

桜
井
家
に
伝
来
し
た
越
前
関
係
の
文
書
は
、
現
在
、
七
通
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ

ら
は
〈
史
料
一
〉
結
城
秀
康
知
行
充
行
状
、
慶
長
六
年
九
月
九
日
付
、
〈
史
料
二
〉

結
城
秀
康
知
行
充
行
状
、
慶
長
八
年
正
月
九
日
付
、
〈
史
料
三
〉
松
平
忠
直
知
行

充
行
状
、
元
和
二
年
八
月
二
十
二
日
付
、
〈
史
料
四
〉
松
平
忠
直
重
臣
連
判
状
、

巳
十
一
月
朔
日
付
、
〈
史
料
五
〉
松
平
忠
直
碇
書
、
慶
長
十
二
年
九
月
七
日
、
〈
史

料
六
〉
我
等
は
し
り
め
く
り
之
覚
、
年
未
詳
九
月
十
九
日
付
、
〈
史
料
七
〉
我
等

た
の
で
あ
ろ
う
。

二
越
前
時
代
の
桜
井
氏
と
文
書
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は
し
り
め
ぐ
り
之
覚
書
、
年
未
詳
九
月
二
十
五
日
付
で
あ
る
。
内
容
か
ら
分
類
す

る
と
一
か
ら
四
ま
で
は
知
行
関
係
で
あ
る
。
五
は
忠
直
が
武
兵
衛
に
宛
て
た
碇
書

で
あ
る
。
六
と
七
は
武
兵
衛
が
関
わ
っ
た
合
戦
の
覚
書
で
「
桜
井
武
兵
衛
覚
書
」

と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
知
行
関
係
の
文
書
二
～
四
）
は
、
『
福
井
県

史
」
や
『
福
井
市
史
」
、
ま
た
、
黒
田
基
樹
氏
の
「
結
城
秀
康
文
言
の
基
礎
的
研

（

Ｍ

）

究
」
な
ど
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
の

文
言
の
図
版
と
釈
文
は
本
文
の
末
尾
に
掲
げ
る
が
、
武
兵
衛
の
覚
書
（
六
・
七
）

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
誌
三
十
二
号
で
紹
介
を
行
っ
て
い
る
た
め
本
稿
で
は
除

外
し
た
。
ま
た
、
越
前
時
代
の
桜
井
氏
に
関
す
る
松
平
家
側
の
記
録
や
、
桜
井
家

系
図
（
略
系
図
を
末
尾
に
掲
げ
た
）
に
つ
い
て
は
、
随
時
、
本
文
中
の
関
連
す
る

箇
所
で
紹
介
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

〈
史
料
一
〉
は
、
慶
長
六
年
九
月
九
日
、
結
城
秀
康
が
武
兵
衛
に
宛
て
た
知
行
充

行
状
で
あ
る
。
北
ノ
庄
に
入
っ
た
秀
康
が
家
臣
の
知
行
割
り
を
行
っ
た
際
の
も
の

（

胆

）

で
、
同
日
付
の
文
書
は
他
に
十
九
通
が
知
ら
れ
る
。
文
書
に
は
日
付
の
下
部
に
か

か
る
よ
う
に
二
重
郭
の
円
形
の
朱
印
が
捺
さ
れ
る
が
、
こ
の
印
は
文
禄
二
年
二

五
九
三
）
五
月
二
十
一
日
よ
り
用
い
ら
れ
、
秀
康
が
死
去
す
る
直
前
の
慶
長
十
二

年
（
一
六
○
七
）
三
月
二
十
六
日
ま
で
の
使
用
が
確
認
さ
れ
る
。
当
初
は
黒
印
と

し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
越
前
へ
の
転
封
後
は
、
本
状
な
ど
の
知
行
充
行
状
を
初
見

と
し
て
朱
印
で
の
使
用
が
み
ら
れ
る
。
市
村
高
男
氏
は
、
朱
印
と
黒
印
で
は
印
文

の
太
さ
が
異
な
る
た
め
別
々
の
印
を
使
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
印
文
は

（

鴫

）

「
秀
康
」
か
と
さ
れ
る
。

知
行
の
内
容
は
、
丸
岡
領
の
長
屋
村
と
東
郷
領
の
水
間
村
に
そ
れ
ぞ
れ
二
百
五

十
石
ず
つ
合
計
五
百
石
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
結
城
秀
康
給
帳
」
に
は
武

兵
衛
に
つ
い
て
「
御
鉄
炮
頭
衆
五
百
石
」
と
同
じ
石
高
が
記
さ
れ
、
鉄
炮
頭
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
長
屋
村
は
江
戸
時
代
に
は
坂
井
郡
に
属
し
、
田
島
川
下
流

の
左
岸
に
位
置
し
て
い
た
。
現
在
の
地
名
は
坂
井
市
坂
井
町
長
屋
で
あ
る
。
水
間

村
は
今
立
郡
に
属
し
、
水
間
川
下
流
の
左
岸
に
位
置
し
て
い
た
。
現
在
の
地
名
は

越
前
市
水
間
町
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
村
名
の
肩
書
き
に
は
郡
名
を
用
い
ず
、

領
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
秀
康
と
忠
直
の
知
行
充
行
状
の
特
徴
と
さ
れ

（
Ⅳ
）

プ
（
四
○

〈
史
料
二
〉
は
、
慶
長
八
年
正
月
九
日
、
秀
康
が
武
兵
衛
に
宛
て
た
知
行
充
行
状

（

鴫

）

で
、
同
月
日
の
充
行
状
は
他
に
五
通
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
六
年
九
月
に
行
わ

（

畑

）

れ
た
知
行
割
り
を
補
足
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

内
容
は
、
府
中
領
水
間
村
と
東
郷
領
小
稲
津
村
に
そ
れ
ぞ
れ
二
百
五
十
石
ず
つ
、

合
計
五
百
石
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
慶
長
六
年
の
知
行
充
行
状
で
は
水
間
村
の
肩

書
き
を
東
郷
領
と
記
す
が
、
本
状
で
は
府
中
領
と
す
る
。
「
府
中
」
の
領
名
は
足

（

鋤

）

羽
郡
と
大
野
郡
に
み
ら
れ
る
が
、
水
間
村
の
位
置
か
ら
足
羽
郡
内
の
府
中
領
で
あ

ろ
う
。
東
郷
領
も
足
羽
郡
内
で
あ
る
た
め
領
名
は
異
な
る
も
の
の
同
じ
村
で
あ
ろ

う
。
小
稲
津
村
は
足
羽
郡
内
に
あ
り
足
羽
川
下
流
の
左
岸
に
位
置
し
た
。
現
在
の

地
名
は
福
井
市
小
稲
津
町
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
状
に
は
史
料
一
と
同
じ
知
行
高
が
記
さ
れ
る
が
、
武
兵
衛
に
対

し
再
度
五
百
石
の
知
行
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
同
じ
石
高

で
知
行
地
の
変
更
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
他
の
秀
康
の
知
行
充
行
状
を
見

て
み
よ
う
。
慶
長
九
年
十
一
月
十
二
日
の
年
紀
を
も
つ
多
賀
谷
左
近
宛
の
充
行
状

（

幻

）

は
、
知
行
高
を
示
し
た
後
に
「
右
、
為
加
増
分
遣
之
条
」
と
記
さ
れ
、
こ
の
充
行
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が
加
増
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
秀
康
時
代
の
文
書
様
式
を
踏
襲
し
た
忠

（

配

）

直
の
充
行
状
に
も
「
為
加
増
令
扶
助
誌
」
な
ど
と
の
文
言
が
付
さ
れ
て
い
る
。

「
結
城
秀
康
給
帳
」
に
「
五
百
石
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
勘
案
す
る
と
、
武

兵
衛
の
長
屋
村
内
の
知
行
地
が
小
稲
津
村
内
に
変
更
さ
れ
た
た
た
め
、
本
状
の
発

給
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

〈
史
料
三
〉
は
、
元
和
二
年
二
六
一
六
）
八
月
二
十
二
日
、
松
平
忠
直
が
桜
井

甚
之
助
に
宛
て
た
知
行
充
行
状
で
あ
る
。
桜
井
系
図
に
よ
る
と
甚
之
助
は
武
兵
衛

の
二
男
と
す
る
。
文
書
の
雰
囲
気
や
、
印
文
「
忠
直
」
と
読
め
る
重
郭
円
形
の
黒

印
の
形
、
印
の
据
え
ら
れ
た
位
置
な
ど
も
秀
康
の
充
行
状
と
類
似
す
る
。
忠
直
の

知
行
充
行
状
は
『
福
井
県
史
』
資
料
編
に
よ
る
と
、
本
状
以
外
に
は
中
根
孫
右
衛

門
尉
に
宛
て
ら
れ
た
慶
長
十
五
年
四
月
十
六
日
と
元
和
八
年
十
二
月
二
十
三
日
の

（

蝿

）

二
通
が
知
ら
れ
る
程
度
で
、
現
存
す
る
も
の
は
少
な
い
。
ま
た
、
忠
直
の
印
判
の

使
用
を
み
る
と
公
的
な
文
書
に
使
用
さ
れ
、
多
く
は
黒
印
で
あ
る
が
朱
印
の
例
も

（

劉

）

若
干
見
受
け
ら
れ
る
。

内
容
は
、
府
中
領
の
千
曽
供
村
内
に
百
石
、
勝
山
領
の
浄
土
寺
村
内
に
八
十
五

石
、
丸
岡
領
の
蓮
浦
村
内
に
二
百
六
十
五
石
、
合
計
四
百
五
十
石
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
千
曽
供
村
は
今
立
郡
内
の
村
名
で
、
現
在
は
武
生
市
域
で
あ
る
。
浄
土
寺

村
は
大
野
郡
に
あ
っ
た
村
名
で
、
現
在
は
勝
山
市
域
で
あ
る
。
蓮
浦
村
は
坂
井
郡

内
の
村
名
で
、
現
在
、
あ
わ
ら
市
蓮
ヶ
浦
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
状
の
石
高
は
史
料
一
・
二
と
近
似
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
書
と

ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
も
桜
井
家
に
伝
存
さ
れ
て
き

た
こ
と
か
ら
、
甚
之
助
が
桜
井
家
の
家
督
を
継
承
し
た
か
に
思
え
る
。
し
か
し
、

桜
井
系
図
に
よ
る
と
武
兵
衛
の
没
年
は
寛
永
八
年
（
一
六
三
二
、
武
兵
衛
の
嫡

（

錫

）

男
の
十
大
夫
の
没
年
は
元
和
八
年
で
あ
り
、
本
状
が
発
給
さ
れ
た
時
点
で
武
兵

衛
・
十
大
夫
は
と
も
に
存
命
し
て
い
る
た
め
、
甚
之
助
が
桜
井
家
の
家
督
を
継
承

し
た
可
能
性
は
少
な
い
も
の
と
み
ら
れ
る
。
桜
井
系
図
に
は
甚
之
助
の
没
年
が
慶

長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
と
解
釈
で
き
る
よ
う
な
記
述
も
あ
る
が
、
こ
の
知
行
充

行
状
か
ら
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
国
事
叢
記
』
に
は
、
元
和
元

年
（
一
六
一
五
）
、
大
坂
亘
の
陣
で
甚
之
助
が
敵
一
名
を
討
ち
取
っ
た
事
が
記
さ

（

郡

）

れ
る
た
め
、
こ
の
陣
功
と
知
行
充
行
は
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

〈
史
料
四
〉
は
、
巳
年
の
十
一
月
一
日
に
松
平
忠
直
の
重
臣
、
本
多
七
左
衛
門
・

岡
島
壱
岐
守
・
小
栗
備
後
守
が
連
判
し
、
桜
井
左
助
に
宛
て
た
も
の
で
、
二
百
石

の
知
行
が
充
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
桜
井
系
図
は
左
助
を
武
兵
衛
の
四
男
と

す
る
。
ま
た
、
「
桜
井
武
兵
衛
覚
書
」
に
も
元
和
八
年
二
六
二
三
、
忠
直
が
永

見
右
衛
門
の
成
敗
を
行
っ
た
と
き
、
兄
の
十
大
夫
と
と
も
に
左
助
も
こ
れ
に
加
わ

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
連
判
を
行
っ
た
三
名
は
松
平
家
の
重
臣
で
、
『
国

事
叢
記
』
の
元
和
七
年
七
月
九
日
の
記
事
に
「
卿
（
忠
直
）
老
臣
、
本
多
飛
騨

（

”

）

守
・
本
多
伊
豆
守
・
小
栗
備
後
守
美
作
守
共
・
岡
島
壱
岐
守
・
本
多
七
左
衛
門
」
と

五
名
の
重
臣
の
名
が
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
中
に
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
文

書
の
料
紙
は
秀
康
や
忠
直
の
知
行
充
行
状
と
比
べ
る
と
薄
く
、
寸
法
も
小
さ
い
。

ま
た
、
巳
の
干
支
が
記
さ
れ
る
が
、
連
判
を
行
っ
た
三
名
は
い
ず
れ
も
寛
永
元
年

二
六
二
四
）
四
月
、
忠
直
の
改
易
後
に
家
督
を
継
承
し
た
光
長
が
越
後
の
高
田

（

涕

）

へ
転
封
と
な
る
と
、
こ
れ
に
従
い
北
ノ
庄
を
離
れ
る
た
め
、
左
助
の
活
動
期
を
勘

案
す
る
と
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
と
み
ら
れ
る
。

知
行
地
と
し
て
府
中
領
の
千
曽
供
村
内
に
百
石
、
勝
山
領
の
浄
土
寺
村
内
に
三

十
五
石
、
丸
岡
領
の
蓮
浦
村
内
に
六
十
五
石
、
合
計
二
百
石
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
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石
高
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
は
元
和
二
年
に
甚
之
助
に
与
え
ら
れ
た

知
行
地
と
同
じ
村
々
で
あ
る
。
左
助
と
甚
之
助
が
相
給
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る

が
、
三
ヶ
村
す
べ
て
が
相
給
と
な
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
甚
之
助
の
死
没
な
ど

に
よ
り
そ
の
知
行
の
一
部
を
左
助
が
継
承
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
文
書
の
害
止
文
言
は
「
御
黒
印
申
候
儀
ハ
重
而
可
被
下
候
」
と
あ

る
。
「
御
黒
印
」
と
は
藩
主
忠
直
の
印
と
み
ら
れ
、
後
日
、
改
め
て
忠
直
か
ら
正

式
の
知
行
充
行
状
が
発
給
さ
れ
る
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
忠
直
の

充
行
状
は
慶
長
十
五
年
四
月
十
六
日
と
元
和
八
年
十
二
月
二
十
三
日
に
中
根
孫
右

衛
門
尉
に
対
し
発
給
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
は
印
文
「
忠
直
」
の
黒
印
が
捺
さ
れ
て
い

る
。
本
状
は
そ
の
期
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
重
臣
の
連
判
に
よ
る

知
行
充
行
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
忠
直
が
病
気
な
ど
で
文
書
の
発
給
が
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
ひ
と
ま
ず
重
臣
の
連
判
で
文
書
を
作
成
し
、
後
に
正
式
の
充

行
状
を
発
給
す
る
予
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
元
和
三
年
の
忠
直
の
動
向
を

「
国
事
叢
記
」
か
ら
う
か
が
う
と
、
前
年
に
徳
川
家
康
が
死
没
し
、
こ
の
年
、
日

光
東
照
宮
が
造
営
さ
れ
た
た
め
、
忠
直
は
江
戸
に
将
軍
秀
忠
を
訪
れ
、
四
月
に
は

（

釣

）

東
照
宮
の
参
拝
を
行
い
、
中
山
道
を
経
由
し
帰
国
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
帰
国

の
時
期
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
文
書
に
記
さ
れ
る
十
一
月
に
は
越
前
に
在

国
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
忠
直
の
病
気
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な

い
も
の
の
、
翌
四
年
に
は
参
勤
交
代
を
途
中
で
取
り
止
め
る
な
ど
奇
行
が
あ
っ
た

（

抑

）

こ
と
か
ら
、
す
で
に
、
そ
の
前
年
に
政
務
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
事
態
が
発
生

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
元
和
三
年
頃
、
知
行
充
行
状
の
発
給
形
式
が
変
更
に
な
っ
た
可
能
性
も

考
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
秀
康
・
忠
直
の
時
代
か
ら
ず
っ
と
後
の
こ

と
に
な
る
が
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
三
月
、
福
井
藩
の
四
代
藩
主
松
平
綱
昌

は
改
易
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
秀
康
以
来
と
い
う
由
緒
に
よ
り
幕
府
は
同
藩
の
存

続
を
決
め
、
同
年
、
三
代
藩
主
で
あ
っ
た
昌
親
（
綱
昌
の
養
父
）
が
吉
品
と
名
を

改
め
再
び
藩
主
と
な
っ
た
。
福
井
藩
は
こ
の
事
件
に
よ
り
藩
主
に
よ
る
知
行
充
行

状
の
発
給
を
停
止
し
、
勘
定
奉
行
役
が
藩
士
に
交
付
す
る
「
御
書
出
」
に
代
え
る

（

瓠

）

こ
と
と
な
り
、
同
形
式
で
発
給
さ
れ
た
文
言
の
害
止
文
言
は
「
御
朱
印
者
重
而
可

被
下
旨
二
候
」
で
あ
り
本
状
の
書
止
と
類
似
す
る
。
こ
の
共
通
性
を
考
え
る
と
文

書
の
発
給
制
度
が
変
更
さ
れ
た
と
も
思
え
る
が
、
元
和
八
年
十
二
月
二
十
三
日
の

中
根
孫
右
衛
門
尉
に
宛
て
た
知
行
充
行
状
で
は
、
再
び
忠
直
の
印
判
が
使
用
さ
れ

て
い
る
た
め
、
仮
に
変
更
が
あ
っ
た
に
せ
よ
一
時
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
宛
先
に

応
じ
て
使
い
分
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
．
な
お
「
御
書
出
」
に
み
ら
れ
る
「
御
朱
印

（

犯

）

云
々
」
の
文
言
は
空
文
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

〈
史
料
五
〉
は
、
慶
長
十
二
年
二
六
○
七
）
九
月
七
日
、
武
兵
衛
に
宛
て
ら
れ

た
五
ケ
条
に
わ
た
る
捉
言
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
文
言
は
『
大
日
本
史
料
』
に
所

（

調

）

（

鈍

）

載
さ
れ
て
お
り
、
『
福
井
県
史
」
通
史
編
で
も
一
部
の
紹
介
を
行
っ
て
い
る
．
条

目
の
内
容
は
、
夜
歩
き
の
制
限
、
食
事
の
内
容
、
か
ぶ
き
者
を
か
か
え
入
れ
る
こ

と
や
、
芸
能
者
の
門
付
け
を
禁
止
す
る
な
ど
家
臣
に
質
実
さ
を
求
め
る
と
と
も
に
、

年
貢
率
の
取
り
決
め
方
や
、
百
姓
の
欠
落
の
防
止
な
ど
在
地
支
配
に
関
す
る
指
示

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
年
、
秀
康
の
死
没
に
よ
り
忠
直
は
家
督
を
継
承
し
た
た
め
、

代
替
わ
り
後
、
初
の
法
令
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
忠
直
は
十
三
歳
で

あ
る
た
め
秀
康
以
来
の
家
老
の
本
多
伊
豆
守
（
富
正
）
と
今
村
大
炊
頭
（
盛
次
）

の
連
署
に
よ
る
奉
書
の
形
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
文
書
に
は
当
初
の

懸
紙
が
と
も
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
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後
北
条
氏
の
遺
臣
、
桜
井
氏
の
越
前
時
代
の
様
子
を
同
家
に
伝
来
し
た
史
料
を

中
心
と
し
て
述
べ
て
み
た
。
「
結
城
秀
康
給
帳
」
を
み
る
と
、
生
国
の
記
載
に
相

模
と
あ
る
者
は
二
十
名
、
武
蔵
と
あ
る
者
は
二
十
七
名
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
が
す
べ
て
後
北
条
氏
の
遺
臣
と
は
限
ら
な
い
が
、
か
な
り
の
人
数
が
秀
康

に
仕
え
、
越
前
に
移
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
家
臣
の
中
で
北
条
、

結
城
（
松
平
）
の
両
時
代
の
原
文
書
が
、
現
在
、
確
認
出
来
る
状
況
に
あ
る
の
は

桜
井
家
の
み
で
、
こ
の
割
合
か
ら
み
て
も
文
書
の
伝
達
に
は
様
々
な
困
難
が
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
桜
井
文
書
は
貴
重
な
存
在
と
い
え
、
こ
れ

に
よ
り
戦
国
時
代
を
生
き
た
武
士
が
近
世
の
武
家
社
会
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過

程
や
、
近
世
大
名
へ
と
移
行
す
る
結
城
・
松
平
家
の
様
子
を
わ
ず
か
な
が
ら
も
う

程
や
、
近
世
大
名
へ
と
《

こ
こ
で
桜
井
氏
の
そ
の
後
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
・
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
、

忠
直
は
長
年
の
不
行
跡
に
よ
り
豊
後
に
配
流
と
な
り
、
越
前
の
支
配
関
係
に
大
き

な
変
化
が
発
生
し
た
。
翌
寛
永
元
年
、
武
兵
衛
は
松
平
光
長
（
忠
直
嫡
男
）
に
従

（

妬

）

い
越
後
の
高
田
藩
に
移
る
こ
と
に
な
り
、
北
条
氏
遺
臣
桜
井
武
兵
衛
の
越
前
在
国

は
二
十
三
年
間
を
も
っ
て
幕
を
閉
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
同
年
、
松
平
直

政
（
秀
康
三
男
）
は
上
総
の
姉
ヶ
崎
よ
り
越
前
の
大
野
に
転
封
と
な
る
が
、
す
で

（

調

）

い
越
後
の
高
田
藩
に
移
る
こ
と
に
な
り
、
北
条
氏
遺
臣
桜
井
武
兵
衛
の
越
一

は
二
十
三
年
間
を
も
っ
て
幕
を
閉
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
同
年
、
“

政
（
秀
康
三
男
）
は
上
総
の
姉
ヶ
崎
よ
り
越
前
の
大
野
に
転
封
と
な
る
が
、

か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

に
直
政
に
仕
え
て
い
た
武
兵
衛
五
男
の
源
次
郎
も
大
野
に
移
動
し
、
同
八
岸

同
八
年

（

郡

）

一
男
祖
兵
衛
も
直
政
に
仕
え
る
な
ど
、
忠
直
の
改
易
の
影
響
は
様
々
な
形
で
桜
井

氏
の
一
族
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
同
十
年
二
六
三
三
）
に
は
源
次
郎
・
祖
兵
衛

は
直
政
の
転
封
に
と
も
な
い
越
前
を
離
れ
信
濃
の
松
本
に
（
同
地
で
源
次
郎
は
死

む
す
び
に
か
え
て

に
十

追
記小

槁
で
紹
介
し
た
文
書
類
の
調
査
や
、
そ
の
後
の
寄
託
な
ど
に
つ
い
て
は
桜
井

元
昭
氏
よ
り
様
々
な
ご
高
配
を
戴
い
た
。
こ
こ
に
記
し
、
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

没
）
、
さ
ら
に
同
十
五
年
、
直
政
は
出
雲
の
松
江
に
転
封
と
な
り
桜
井
氏
も
移
動

す
る
が
、
同
地
で
源
次
郎
の
系
譜
は
途
絶
え
、
祖
兵
衛
の
系
譜
が
存
続
し
文
書
の

伝
達
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
越
前
時
代
の
桜
井
文
書
を
み
る
と
、
知
行
関
係
と
武
兵
衛
の
戦
功
を

伝
え
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
同
様
の
傾
向
は
戦
国
期
の
桜
井
文
書
に
も
み
て

と
れ
る
。
一
般
的
に
感
状
な
ど
の
「
名
誉
系
」
文
書
と
知
行
関
係
の
文
書
は
残
存

率
が
高
い
が
、
保
存
状
態
が
極
め
て
良
好
な
こ
と
で
知
ら
れ
る
桜
井
文
書
だ
け
に
、

そ
の
他
の
文
書
の
行
方
が
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
桜
井
氏
の
越
前
在
国
の

頃
、
大
名
の
改
易
や
減
封
が
相
継
ぎ
、
浪
人
や
他
家
へ
仕
官
す
る
武
士
が
増
加
し

た
が
、
桜
井
氏
も
こ
れ
を
体
験
し
幾
度
か
の
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
な
か
で
、
自
家
の
存
続
や
家
格
の
維
持
に
備
え
、
伝
達
す
べ
き
文
書

の
選
択
が
行
わ
れ
た
結
果
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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註（
１
）
佐
脇
栄
智
校
注
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
七
二
頁
。

（
２
）
『
戦
国
遺
文
」
後
北
条
氏
編
、
第
二
巻
、
一
○
二
五
号
文
書
。

（
３
）
拙
槁
「
桜
井
武
兵
衛
覚
書
に
つ
い
て
Ｉ
内
容
と
そ
の
成
立
背
景
の
検
討
ｌ
」
『
神
奈
川
県

立
博
物
館
研
究
報
告
人
文
科
学
」
第
三
二
号
所
収
。

（
４
）
「
戦
国
遺
文
』
後
北
条
氏
編
、
第
四
巻
、
二
七
一
六
号
文
言
。

（
５
）
「
戦
国
遺
文
』
後
北
条
氏
編
、
第
四
巻
、
二
九
八
一
号
文
書

（
６
）
「
戦
国
遺
文
」
後
北
条
氏
編
、
第
四
巻
、
三
二
二
○
・
三
五
六
五
号
文
書
。

（
７
）
「
戦
国
遺
文
」
後
北
条
氏
編
、
第
五
巻
、
三
九
二
三
号
文
書
。

（
８
）
「
戦
国
遺
文
」
後
北
条
氏
編
、
第
五
巻
、
三
九
二
二
・
三
九
二
四
号
文
書
。
結
城
家
に
は

桜
井
、
大
藤
、
御
宿
の
三
名
以
外
に
も
北
条
家
遺
臣
が
仕
官
し
て
い
る
た
め
、
現
在
、
確

認
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
同
様
の
文
書
が
発
給
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

（
９
）
市
村
高
男
「
豐
臣
大
名
の
歴
史
的
位
置
ｌ
結
城
秀
康
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
「
地
方
史
研
究
」

第

一

八

一

号

所

収

。

（
、
）
黒
田
基
樹
「
結
城
秀
康
文
書
の
基
礎
的
研
究
」
『
駒
沢
史
学
」
第
四
十
八
号
所
収
。

（
ｕ
）
『
国
事
叢
記
」
福
井
県
立
図
書
館
・
福
井
県
郷
土
誌
懇
談
会
翻
刻
・
刊
行
（
原
本
は
福
井

藩
士
田
川
情
介
著
、
弘
化
三
年
序
文
）
・

（
吃
）
『
福
井
市
史
」
資
料
編
四
、
一
九
○
頁
。

（
過
）
桜
井
兼
之
助
（
天
保
八
年
生
）
が
伝
来
す
る
文
書
な
ど
か
ら
整
備
し
た
系
図
。
武
兵
衛
の

父
の
左
近
よ
り
記
さ
れ
る
。
初
期
の
人
物
に
つ
い
て
は
史
料
的
な
限
界
も
あ
り
、
誤
り
の

箇
所
も
あ
る
。
例
え
ば
武
兵
衛
の
石
高
は
伝
存
の
知
行
宛
行
状
の
石
高
を
合
算
し
千
石
と

し
て
い
る
。
な
お
、
末
尾
に
略
系
図
を
掲
げ
た
。

（
ｕ
）
註
皿
と
同
じ
。

（
妬
）
註
、
と
同
じ
。

（
妬
）
市
村
高
男
「
関
東
に
お
け
る
非
北
条
氏
系
領
主
の
印
章
」
『
戦
国
期
印
章
・
印
判
状
の
研

究

』

所

収

、

岩

田

書

院

。

（
Ⅳ
）
「
福
井
県
史
」
通
史
編
３
、
二
六
○
頁
。

（
喝
）
註
⑩
と
同
じ
。

（
⑲
）
註
９
と
同
じ
。
市
村
氏
は
、
「
こ
の
時
の
知
行
割
の
対
象
は
主
と
し
て
寺
社
で
あ
り
、
そ

へへへへへ

36 35 34 33 32
………~…

一ヘ今、 〆ヘヘヘヘ

31 30 29 28 27 26
…ー〆……ー一一

ヘ
５
－

－
２
）

へへ

24 23
……

へへへ

22 21 20
ー……

の
他
は
寄
子
給
や
加
増
分
が
中
心
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
な
お
、
慶
長
六
年
と
八
年
の

両
方
に
名
前
が
見
ら
れ
る
家
臣
は
武
兵
衛
の
他
に
熊
谷
勘
助
が
い
る
。

註
〃
と
同
じ
。

『
結
城
市
史
』
第
一
巻
、
古
代
中
世
史
料
編
、
二
五
○
頁
。

『
福
井
県
史
」
資
料
編
３
、
二
九
三
・
二
九
四
頁
、
中
根
孫
右
衛
門
尉
宛
、
慶
長
十
五
年

四
月
十
六
日
付
、
元
和
八
年
十
二
月
二
十
三
日
付
の
知
行
充
行
状
。

註
詑
と
同
じ
。

「
福
井
県
史
」
資
料
編
８
、
二
三
四
頁
に
記
載
の
あ
る
敦
賀
市
の
西
福
寺
宛
の
元
和
六
年

八
月
八
日
と
同
八
年
八
月
八
日
の
忠
直
の
寺
領
寄
進
状
に
は
朱
印
を
用
い
て
い
る
。

系
図
以
外
に
も
「
桜
井
武
兵
衛
覚
書
」
に
は
、
元
和
八
年
、
忠
直
が
永
見
右
衛
門
の
成
敗

を
お
こ
な
っ
た
時
、
十
太
夫
と
佐
助
は
こ
れ
に
加
わ
り
、
十
太
夫
が
討
死
し
た
こ
と
を
記

す
。『

国
事
叢
記
」
福
井
県
立
図
書
館
・
福
井
県
郷
土
誌
懇
談
会
翻
刻
・
刊
行
、
七
二
頁
。

前
掲
、
「
国
事
叢
記
」
八
九
頁
。

前
掲
、
『
国
事
叢
記
」
二
九
頁
。

前
掲
、
「
国
事
叢
記
」
八
五
頁
。

「
福
井
県
史
」
通
史
編
３
、
一
三
二
～
三
頁
。

日
本
古
文
書
学
会
編
「
概
説
古
文
書
学
」
近
世
編
、
一
三
○
頁
。
な
お
、
知
行
充
行
状
だ

け
で
は
な
く
寺
領
寄
進
状
な
ど
も
同
様
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
福
井
県
史
」

資
料
編
３
の
七
○
三
頁
に
、
貞
享
四
年
七
月
の
大
安
寺
宛
の
寺
領
寄
進
状
を
載
せ
る
が
、

奉
行
と
み
ら
れ
る
根
来
と
大
谷
の
二
名
の
名
前
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
冒
頭
に
「
覚
」
と

記
さ
れ
る
点
も
同
様
で
あ
る
。

註
瓢
と
同
じ
。

「
大
日
本
史
料
」
第
十
二
編
之
五
、
五
九
頁
。

『
福
井
県
史
」
通
史
編
３
、
一
二
九
頁
。

前
掲
、
『
国
事
叢
記
」
一
二
○
頁
。

桜
井
系
図
。
な
お
、
こ
の
人
物
は
「
松
平
直
政
給
帳
」
（
「
新
修
島
根
県
史
」
史
料
編
二
、

二
四
頁
）
に
曽
之
介
と
記
さ
れ
る
人
物
で
あ
ろ
う
。
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盲

書

畳

一

、

一

髪

‐
，
、
問
蝋
齢
~
蕊
※
~
琴
，
の

惨

仏

門

！

識

…

~

急〃

側

訓

仏

侭

~

畳

I鰈
瀞

一

縦31.8cm横47.3cm (印の直径3.9cm)

〈
史
料
一
〉
結
城
秀
康
知
行
充
行
状

宛

行

知

行

分

之

事

丸

岡

領

一
高
弐
百
五
拾
石
長
屋
村
内

東

郷

領

一
高
弐
百
五
拾
石
水
間
村
内

合

五

百

石

右
知
行
分
、
無
相
違
可

令
領
知
者
也
、
冊
件
如
、

慶

長

六

年丑

九

月

九

日

（

朱

印

）

桜

井

武

兵

衛

殿
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字
も
罰
欲
で
愉
郷
駅

－
３
１
欲
で
功
籏
増
~

冷

夢

勺

彪

右

入

毎

脇

雛

雌

~

、

一
画
倒
澗
似
仏
《
Ｉ
》

Ｆ
２
４
．
画
母
（
Ｈ ”

紗
猿
倣
か
吟
鮒
淵
捌
獅

“

、

壱

<崎、

横46.5cm (印の直径3.9cm)縦31.6cm

〈
史
料
二
〉
結
城
秀
康
知
行
充
行
状

宛

行

知

行

分

之

事
府

中

領

一

高

載

百

五

拾

石

水

間

村

東

郷

領

一

高

弐

百

五

拾

石

小

稲

津

村

内

合

五

百

石

右
令
扶
助
記
、
全
可
領
知

者
也
、
冊
件
如
、

慶

長

八

年正

月

九

円

（

朱

印

）

桜

井

武

兵

衛

殿
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一
つで

る
ふ
葹
塞
糸
豫

一
一

え

ｰ

蜂

秘
坤
ァ
み
‐
麗
妙
あ
く

罰'〆亨一

"挺
奏琴

縦36.0cm横52.5cm (印の直径3.7cm)

〈
史
料
三
〉
松
平
忠
直
知
行
充
行
状

宛

行

知

行

分

之

事
府

中

領

一

高

百

石

者

千

曽

供

村

之

内

勝

山

領

一

高

八

拾

五

石

者

浄

土

寺

村

之

内

丸

岡

領

一
高
威
百
六
拾
五
石
者
蓮
浦
村
之
内

高

合

四

百

五

拾

石

者

右
令
扶
助
誌
、
全
町
領
知

者
也
、
冊
件
如
、

元
和
或
年
辰八

月

廿

二

日

（

黒

印

）

桜

井

甚

之

助

殿
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之
ふ
き
畔

一
ク
噂
イ
衿
い

垂

垂

馳

華

垂
零
移
惑
~
一

一
巻
《
ソ
や
一
室
蝿
一
惇
壷
吟
代

誇
弓
諺
擁
紛
備

食

堂

Ｚ

、

〆← 側、

一 ~

一、
一、

一
色
延
畏
″
寂
叩
９

や
掴
都
苅
~
》
溌
縫
力
哩

~~~~

勢
臘
働~

島
陰
弥
鯵

無
侮
総
縄
噛

一

縦32.0cm横32.2cm (印の直径1.8, 2.1cm)

〈
史
料
四
〉
松
平
忠
直
重
臣
連
判
状

覚

府

中

領

高

百

石

千

曽

供

村

内

か

つ

山

領

高

三

拾

五

石

浄

土

村

内

丸

岡

領

高

六

拾

五

石

蓮

浦

村

内

合

鼓

百

石

右
分
當
物
成
よ
り
納
所
可
被
申
候
、
御
黒
印
申
候
儀
ハ
重
而

可
被
下
候
、
以
上
、

巳

十

一

月

朔

日

本

七

左

衛

門

（

黒

印

）

桜
井
左
助
殿

力
し
く

岡
壱
岐
守
（
黒
印
）

小
備
後
守
（
黒
印
）
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『

’

８

戸

ツ

ー

麹

燐

發

１

雫
”
’
ア
ト
』
静
も

ゑ

Ｉ

ｊ

《

っ

一

ァ

殴

蹴

了

蔑

災

聯

典

ｆ

嫁

謬

潔

壁

蟹
へ

“

《

一

忽

乙

一

』

琴

恥

率

鍵

鎚

擁

”

、

“

ｉ

’

ん

．

〉

拳

》

頓
輌鋲､ヂ｡ “

農
隊

寧

ん
’
咄罰

遜
尭

”芋

卦
？
蕊
一

縦35.8cm横51.0cm

〈
史
料
五
〉
松
平
忠
直
綻
書

碇

一
諸
侍
衆
、
夜
二
入
五
シ
過
候
而
よ
り
、
被
罷
出
候
事
為
停
止
、
但
、
難
去

用
所
在
之
付
て
ハ
、
ち
や
う
ち
ん
を
と
も
さ
せ
、
あ
る
き
可
被
申
候
事
、

一
家
来
之
上
下
、
夜
中
二
壹
人
も
不
罷
出
様
二
、
主
人
ノ
ー
と
し
て

毎
夜
相
改
可
申
候
、
但
、
主
人
之
用
所
在
之
而
、
使
二
遣
候
時
ハ
、

ち
や
う
ち
ん
を
と
も
さ
せ
候
て
可
遣
候
事
、

一
御
家
中
衆
振
舞
之
儀
、
前
々
方
如
御
置
目
、
汁
壹
ッ
、
菜

三
シ
、
酒
載
返
た
る
へ
し
、
但
、
他
国
が
之
客
来
ハ
、
可
為
各
別
事
、

一
侍
・
小
者
二
よ
ら
す
、
か
ぶ
き
も
の
を
抱
置
申
間
敷
候
、
並
、
ふ
う

つ
重
み
門
立
可
為
曲
事
、

一
免
合
之
儀
ハ
、
其
組
中
と
致
談
合
可
被
相
定
候
、
付
、
百
姓
等

欠
落
不
申
候
や
う
二
可
在
之
事
、

右
之
趣
、
相
背
ま
し
き
旨
、
銘
と
判
形
之
皇
付

可
被
上
之
者
也
、
冊
如
件
、

慶

長

拾

二

年未

九

月

七

日

本

多

伊

豆

守

（

花

押

）

今

村

大

炊

頭

（

花

押

）

桜

井

武

兵

衛

殿
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本
図
は
、
桜
井
兼
之
助
（
天
保
八
年
生
ま
れ
）
が
編
集
し
た
系
図
を
も
と
に
作
成
し
た
。
兼
之
肋
は
、
桜
井
武
兵
衛
の
十
一
男
祖
兵
衛
（
「
松
平
直

政
給
帳
」
に
桜
井
曽
之
肋
と
み
え
る
人
物
で
あ
ろ
う
）
か
ら
八
代
目
に
あ
た
る
。
桜
井
氏
は
祖
兵
衞
の
系
譜
が
そ
の
名
跡
を
伝
え
た
た
め
、
系
図
は

武
兵
衛
元
勝
と
子
供
達
の
関
係
、
ま
た
、
祖
兵
衛
元
真
以
降
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
系
図
に
は
各
人
の
履
歴
等
を
記
す
が
、
特
に
視
兵
衛
流

の
記
事
は
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
は
史
料
的
な
限
界
の
た
め
か
簡
略
な
記
述
で
、
他
の
史
料
と
齪
館
を
き
た
す
箇
所
も
あ
る
。

本
図
の
人
名
の
脇
の
〔
〕
内
は
、
系
図
に
み
え
る
履
歴
の
記
事
の
抜
粋
で
あ
る
。
本
図
は
系
譜
関
係
の
理
解
を
主
眼
と
す
る
た
め
、
大
部
分
の
記

述
は
割
愛
し
た
。
ま
た
、
疑
問
の
箇
所
に
は
？
を
付
し
、
他
の
資
料
類
か
ら
補
っ
た
記
事
は
〈
〉
内
に
記
し
、
そ
の
出
典
は
（
）
内
に
略
称
で
示

し
た
。
略
称
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
桜
井
武
兵
衛
覚
耆
Ⅱ
武
、
同
事
叢
記
Ⅱ
国
、
結
城
秀
康
給
帳
Ⅱ
結
、
松
平
直
政
給
帳
Ⅱ
松
、
桜
井
文
書
Ⅱ
桜
。

桜
井
家
略
系
図

左

近〈
天
正
ト
ー
年
十
月
頃
没
（
桜
）
〉

ｒ
武
兵
衛
元
勝

｜

源
三

男

市
十
郎
〔
慶
長
十
九
年
、
大
坂
の
陣
に
参
陣
、
忠
直
の
高
名
に
助
力
〕

四

男

ｌ
佐
助
〔
忠
直
改
易
後
、
小
笠
原
山
城
守
預
り
と
あ
り
〕

〈
元
和
八
年
、
永
見
右
衛
門
の
成
敗
に
武
兵
衛
・
卜
大
夫
と
と
も
に
討
手
に
加
わ
る
（
武
）
〉

嫡

子

’
十
大
夫
〔
元
和
八
年
没
、
忠
直
、
永
見
右
衛
門
を
成
敗
の
時
、
武
兵
術
と
も
に
と
討
手
に
加
わ
り
討
死
〕

二

男

ｌ
甚
之
助
〔
慶
長
十
七
年
の
久
世
但
馬
騒
動
の
頃
に
死
去
と
記
す
？
〕

〈
元
和
元
年
、
大
珈
夏
の
陣
で
戦
功
（
国
）
。
元
和
二
年
、
忠
直
よ
り
知
行
四
百
五
十
石
（
桜
）
〉

五
男次

郎
元
重

〔
大
坂
の
両
陣
に
参
陣
。
上
総
姉
ヶ
崎
で
松
平
直
政
よ
り
二
百
石
、
越
前
大
野
で
百
石
、

都
合
三
百
石
、
寛
永
十
三
年
八
月
十
八
日
、
松
本
に
て
死
没
、
四
十
三
歳
〕

ｒ
武
兵
衛
元
定

〔
家
督
を
継
承
、
三
百
石
、
出
雲
で
百
石
加
増
。
延
宝
三
年
四
月
十
川
日
没
〕

〈
直
政
給
帳
に
「
大
番
三
番
、
四
百
石
、
桜
井
源
次
郎
」
と
あ
り
（
直
）
〉

ｌ

武

兵

衛

〔

綱

近

よ

り

家

督

を

許

さ

れ

三

百

石

、

弟

没

後

、

そ

の

知

行

百

個

を

加

え

ら

れ

、

都

合

四

百

石

、

の

ち

に

改

易

と

な

る

〕

ｌ

宇

右

衛

門

〔

元

禄

二

年

九

月

二

十

四

Ｈ

病

没

〕

〔
越
前
で
五
百
石
、
足
軽
三
卜
人
預
り
、
寛
水
八
年
七
Ⅱ
十
七
日
没
、
七
十
五
歳
〕

〈
秀
康
の
給
帷
に
「
鉄
炮
組
頭
衆
、
五
百
石
、
武
蔵
国
、
桜
井
武
兵
衛
」
と
あ
り
（
結
）
・

慶
長
十
九
年
、
大
坂
冬
の
陣
に
参
陣
、
五
白
宿
、
足
軽
二
十
五
人
（
川
）
。
寛
、
水
元
年
、

松
平
光
長
に
従
い
越
後
の
高
田
に
移
動
（
凶
）
〉

L－
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八
男

弁
之
助
〔
浪
人
、
島
原
の
乱
で
討
死
〕

七
男

武
大
夫
〔
越
前
に
て
病
死
〕

祖’ 十
男

左
近
〔
浪
人
、
豊
後
に
て
病
死
〕

九
男

肥
前
〔
出
家
、
還
俗
し
島
原
の
乱
に
て
高
名
、
松
平
但
馬
に
仕
官
、
そ
の
後
、
病
死
〕

六
男

三
郎
左
衛
門
〔
不
覚
者
故
、
祖
父
武
兵
衛
？
の
指
図
で
成
敗
さ
る
〕

兵
衛
元
真
〔
寛
、
水
八
年
、
越
前
大
野
で
直
政
に
仕
え
る
。
松
本
を
経
て
、
同
十
ｈ
年
出
雲
の
松
祁
で
百
五
十
石
（

寛
文
十
二
年
八
月
、
綱
隆
よ
り
百
五
十
石
加
増
さ
る
。
延
宝
四
年
六
月
死
去
、
六
卜
六
歳
〕

〈
直
政
の
給
帳
に
「
大
番
二
番
、
百
五
卜
石
、
桜
井
曽
之
助
」
と
あ
り
（
直
）
〉

Ｆ
蘇
郎
ｌ
刑
部
三

代

－
Ｊリ

四
代

源
次
郎

五
代

祖
兵
衛
元
如

六
代

武
兵
衛
武
久

七

代

八

代

門
次
元
正
兼
之
助
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